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資本主義的生産様式が典塑的な発展をとげたといわれるイギリスにおいて，

信用制j皮が資本制生産とともにどのように生成L，発展するにいたったかにつ

いては，すでに多くの研ヲロ論作がなされているυ ことに金融資本の時代とも

いわれて国民経済上に占めるその信用制反の意義や役割が，今世紀に入って，

いっそうの重犬性をかちえてくると共に，そうした問題への一つの抜近の方法

として，そうした臣、史の根源にさかのぼって，自主史的にその発展を後づけ，歴

史的に解明しようとする試みや反省もまた多くなされているように思われる。

たしかに方法的にもEしい立場をそれは示すものであるということが出来るで

あろう。信用制庭向休，隠史の産物であり，歴史的に生成し発展して今日にい

たったものである以上，われわれの盟、湾もまた歴史的に問題の本質にせまって

ゆくほかはないからである。

信用制度の先郎的な生成をみるここイギリスにおいては，周知のように，

17i:J_J：紀の後半になると，一部の金百七ーたちは単なる金銀細工匠ないし宝石商7こる

ことから発展して，金融業者として機能するようになり， 1694年には，かのイ

ングランド銀行が設立されるにいたったQ さらに18世紀後半になると，北部の

ヨ｛クシヤー，ヲンカシヤ｛地方を中心に産業担本がいちじるしく台頭，確立

してゆくとともに，数百の地方銀行が群生する。イシグラシド銀行は，こうし

た過程の中でF 「ロ γ ドシの銀行Jtこることをこえ℃，その名の示すようにイ

シグラ γ 下の銀行へ，イシグラシ下の中央銀行へと発展，開花していった。時

代はいうまでもなく地金論争の時代となり，さらには機械市！大工業の体制的基
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礎の確立と信用制度のいっそうの展開の中に，やがて通貨論争の時代を迎える

にいたること，周知のごとくである。

ところでイ γ グラシドにおけるこうした信用制度の生成，発展を術眼的に絵、

観的に追求してゆくことは，ここでは一応おくとして，まずその生成期，こと

に17世紀におけるその展開についてみるとき，それらは一体イギりス信用制度

発達史上いかなる地位を占め，いかなる歴史的な意義，役割を担うものであっ

たので、あろうか。その後の発展をもちろん念頭におきつつも，まずこうした問

題に関連して本稿においてはいくらかの反省，検討を加えてみたいと思うので

ある口

一つの見解がおこなわれている。 「ミ近代的ミ銀行業をいちはやく営んだの
(1) 

はロシ下γ の金匠だったといわれており」，といった論述に明白に示されてい

るように， 17世紀後半に現われた金匠の金融活動を目して，あたかも自明のこ

とのように，近代的銀行業と規定する見方がそれである。もっともこのばあい，

その「近代的銀行業」ということばの中に，どれほどの歴史的な，また経済的

な意味内実が反省され，思考されて使用されているのかは，必ずしも明瞭では

ない。しかしながらこのように近代的銀行業の出現を，すでに早く 17世紀ロ γ

下ンの金匠にもとめるこうした見解に接するとき，われわれには，そうした見

解を支える一つの有力な意味深い主張のようにも思われて，一つの論述が想起

されてくるのである。近代的商業信用の歴史的生成，展開の態容を明らかにさ

れた大塚教授の論稿「信用関係の展開」がそれである。そこで、は，その金匠の

金融業務についても次のように関説されていた口「王政復古ののちも近代的

商業信用の展開過程がますます進展を続けていることは，イギリス近世史上

goldsmith （金匠） の名で知られているあの金融業者たちの営業内容からでも
包）

充分に察知することができる」と。

(1) 関口尚志，イギリス初期地方銀行の存在形態とその基盤，金融経済 55号， 80ベ戸

:/o 

白）大塚久雄，信用関係の展開，経済学新大系E所牧， 145ベ戸ジ。
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金匠の金融業務に注目するならば，近代的商業信用の展開過程がますます進

展をつづ、けていることが充分に察知できるという論述a 金融業者としてのそれ

らの金匠を目して「近代的銀行業者」と規定すべきか否かに，固有の論点があ

っての論述では必ずしもない。しかしながら，そうした金匠の金融業務があた

かも，ますます進展する近代的商業信用の展開の上に立って，それを基礎にお

こなわれたものであるとでも見ていられるかにも思える一節。もしそうだとす

れば（もちろん，このことからただちにそれらの金匠を銀行業者と呼びうるか
(1) 

には問題があるとはいえ），金融業者としてのこれらの金匠をさして文字通り

「近代的」のそれとしても必ずしも不当ではないであろう。否，むしろ「近代

的」とこそ規定さるべきであろう Q 資本制生産において機能する近代的利子っ

き資本を，前近代的のそれから区別するものは，本質的には，その利子っき資

本自体の性質や性格にではなく，それがそのもとで機能するところの生産諸関
包）

｛系の如何，その基礎の如何にこそ求められるべきであるからである。 17世紀ロ

γ 下シのこれらの金｜圧を目して「近代的」の名が附されるとしても，こうした

犬塚教授の見解を想起するならば，必ずしも理由のないことではないといって

よいて、あろう。

(1) たしかに「商業手形の割引は銀行業者の本来の業務を形成するJ(K. Marx, Das 

Kapital, III, S. 507.向坂訳十の225ペーシ、。〕ものではある。しかしながら最近発

表される銀行の歴史に関する論稿にきいてみると〔例えば，関口氏，前回〕，この

手形割引あるいは為替手放の取扱というこ主がひどく重視されて（そのことはL九、

としても，そして17世紀末葉のイングランドにおける金融機構の即日月を企図された

氏の意欲的な接近には，敬意を表したし、と思うのであるが）そのもついみがL、つし

か拡張され，たとえばE主主である織物業のかたわらしかも白己資金で手形を買取っ

たものまでが，すなわち銀行業者として概念されているのに気づくのである。あた

かも手形を商うものは，すべて銀行業者ででもあるかのように。近代的銀行制度の

生成の過程で手形割引が大きな重要性をもったことを否定するつもりはわれわれに

はないが， しかしそれを重視するのはあまり，このように手形の取扱をなすものは

すべて銀行業者ででもあるかのように概念することはどうであろうか。「銀行業と

いうことが，為替手形の売買 tradeをいみするとすれば，銀行業の出現は Civil

Warよりも数世紀先行する」とル｛グア F はいう〔R.de Roov巴r,Gresham on 

Foreign Exchange. p. 103）。銀行取引とは一体制なのかとしづ反省あるいは疑問

も，この場合には生じてくることになるであろう。
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「信用制度の他の薗は，貨幣取引業の発展に結ばれ，そしてこの発展は，資本主義

的生産においては，もちろん商品取引業の発展と歩調を同じくする。……この貨幣

取引業との結びつきにおいて，信用制度の他の側面，利子附資本または貨幣資本の

管理が，貨幣取引業者の特殊の機能として発展するロ貨幣の貸借が彼らの特別の営

業となる。彼らは，貨幣資本の現実の貸手と借手とのあいだの仲介者として現われ

るJ(K. Marx, a. a. 0., III, S. 438-9.同訳十， 117ページ）

商業手形の割引が銀行業者の本来の業務を形成するという先の論述とともに，銀

行取引としづばあいには，やはり，われわれとしてはこの言葉にも注意しないでは

いられない。

ともあれ，かかる金匠を銀行業者と呼びうるとすれば， L、かなるいみでそう L、し、

うるのかは，その金融業務を詳細に検討した上で、のことにして，ここでは一応話保

しておきたいと思うのである。

なお銀行取引の理解については，高木暢哉，再生産と信用， 321ペ｛ジ以下D お

よび同，銀行通論，第2, 4章，参照o

(2) 周知のごとく利子っき資本，あるいは高利貸資本は，商人資本と同様に資本制生

産が現われるはるか以前に生誕し，種々なる社会構造の中で機能してきた。しかも

この資本の運動形態に着目するかぎりでは，すなわち一定額の貨幣Gが貸付けられ

て剰余価値をともなってG+LGとして還流するとし、う形態に着目するかぎりでは，

前資本主義時代におけると資本制生産におけるとで差異はなし、。ともに貸付けられ

て自己増殖し還流する貨幣である。高利貸資本は，資本の生産様式なしに資本の搾

取様式をもっという点に，一つの重要な特質を有する。かくて「資本主義的生産様

式の一つの本質的要素をなす限りでの利子っき資本を高利貸資本から区別するもの

は，決してこの資本自体の性質または性格で、はなL、。それはただこの資本がそのも

とで機能するところの変化した諸条件で、あり， したがってまた貨幣貸付者に相対す

る借手の全く転｛じされた態容で、あるにすぎなし、」 (K. Marx, a.a. 0., III, S. 648. 

同訳十， 453ページ。）としづ主張は，歴史研究のための一つの問題視角をも示す言

葉として注意されなければならないであろう。近代的利子っき資本， したがってま

た近代的信用制度を前期的のそれから区別するものは，本質的には，実にそれがそ

の上に立って機能するところのその基礎の如何，その生産構造の如何に求められな

ければならない。

しかしながら，このようにそれらの金匠を目して「近代的」金融業者あるい

は銀行業者（ここでは近代的ということに力点がある〉として歴史的に位置づ

けるとき，われわれには直ちにつぎのような事実が想起されてきて，そこには

にわかに応じがたいある種の重要な問題点が含まれているのではないか，とい

うように思われてくるのである。すなわち，それらの金匠は， 17世紀80年代ま
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でに相ついで破産してロシドγ金融市場から消え去ってゆき，崩壊する特権カ
(1) 

ムパニ戸ヤ絶対王政とその運命をともにするにいたったという事実である。

「充分に察知しうる」ほどに，ますます進展する近代的商業信用に結びつき，

その上に立って金融業務をおこなった金匠が，何故に旧勢力たる特権カムパニ

ーヤ絶対王政とその運命をともにしなければならなかったのか。果してそれら

は，文字通り近代的商業信用の展開の上に立って， 「近代的J銀行業者（ある

いは金融業者）として機能していたのであろうか。こうした疑問がわれわれの

思考にはまず生じてくるのである。大塚教授には，積極的にそこまでいわれる

つもりは，あるいはなかったのかもしれない。しかしながら，それはそれとし

ても， 「信用関係の展開」において示きれたこれらの主張，すなわち， 17世紀

の後半において近代的商業信用は，ますます広汎な進展を続けていたという主

張，それが金匠の営業内容からでも充分に察知できるという主張は，イギリス

信用制度の発達という問題悦角からこれをみるとき，やはりきわめて重要ない

みをもつことになるもののようにわれわれには思えてくるのである。

(1) もちろんこの時代，金融業務を行った金匠のすべてがこのときに崩壊し去ったわ

けではけっしてなL、。それはこの時代金融業者として卓越した地位に立ち，金融上

最も重要な役割を果したとみられる Backwell,Vyner等の巨大金匠に限られてい

たの他の若干の金百；は生きのびる（R. D. Richards, The Early History of 

Banking in E昭 land.pp. 24-5）。しかし教授カ丸、かなる金匠を指していわれてい

るのかは必ずしも明らかではなL、。しかしそのパラグラフに示されている参照文献

からみて，少くとも崩壊した巨大金匠が含まれているということだけは確実である。

しかもちなみにいうならば，これらの生きのびた金匠，すなわち Child, Hoare 

等kも， 18世紀の後半産業革命期にし、たって生成してくる産業家や商人のために

その手形を割引き地方銀行のための支店または代理店として機能する Martins, 

Curri巴日等kの新しL、銀行 〔TheEast End banks〕がロンドンに目立って現われ

てくるとき，ぞれらの生きのびた金匠は，もっぱら貴族，ジエントリ，富裕な弁護

士との取引や政府証券の取扱を行う業者（TheWest End banks〕として著しL、対

照をなしたので、ある（T.S. Ashton, An Economic History of England, the 18th 

Century, p. 179. L. S. Pressnell, Country Banking in the Industrial Revolution, 

p. 75 ff.）。

ともあれ， 17世紀イギリスにおけるこうした金匠を中心とする金融業の生成

を，われわれは一体イギリス信用制度発達の歴史の中にどのように位置づけて
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理解したらよいのであろうかd 文字通り「近代的J銀行業の生成として，すな

わち近代的商業信用の展開の上に立って産業資本のために機能する近代的銀行

業の生誕として理解すべきであろうか口

イギリス信用制度の発達という視角から提起されたこうした問題提起に完全

に答えうるためには，もちろん，それらの金匠の金融業務そのものが，当時の

イギリスにおける資本主義の発達，生産構造の展開との関連において詳細に分

析されねばならないであろう。いかなる基礎，いかなる生産諸関係の上に立っ

て，それらはどのように機能したのかが明らかにされなければならないであろ

う。くり返すまでもなく，金融業者としてのその歴史的性格を本質的に規定す

るものは，それがよって立つその基礎の如何以外ではない。

しかしながら大塚教授の前掲論稿における主張に今少し仔細にきいてみると

き，そこにはそうした金匠の金融業務そのものをめぐる諸問題よりも前に，そ

の基礎をなす近代的商業信用の把握に，すでにある種の重要な問題点が含まれ

ているのではないかという疑問がわれわれには生じてくるのである。近代的商

業信用の把握そのものに，もしくい違いがあるとすれば，もはや金匠の金融業

務が近代的商業信用の展開の上に立っていたとかいなかったとかいっても，意

味をなさないことになるであろう。したがって本稿においては， まず研究の

順序として，近代的商業信用の歴史的生成に関する犬塚教授の前掲論稿におけ

る主張を中心に，それを批判的に吟味しつつ問題の所在を明らかにしてゆくこ

とによって，近代的商業信用のヨリ正しい把握のための一つの手がかりをでも

得ることが出来れば，と思うのである。

教授がいわれるところに今少しく詳細にきいてみよう。近代的商業信用とは

一体何なのか白それは旧い諾関係の中から如何に生成し展開するにいたるので

あろうか。

教授によれば，つぎのごとくである。

「ともあれ……近代的商業信用の諸系列の形成過程はだいたい次の三つの局面

を含んでいると云える。すなわち，
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一，まず小資本家をも含む中産的生産者層が前期的な高利貸信用，とくに問

屋制前貸信用の支配から経営的に独立しはじめる。

ご，ついでその上層を形づくる産業資本家たちが自己の経営を中心と Lて近

代的商業信用の諸系列を展開していく。

三，そうした商業信用の持関係が単なる bookcredit をこえて商業手形の

授受という形態をとるに至る」〔前出， 138ペ F ジ〕と。

もっともとのばあい，←）で述べられていることについては，後に述べるとこ

ろと関係して問題が残るとはいえ，近代的商業信用は，ここでは明らかに近代

的産業資本の出現を前提に，その産業資本を中心に形成される信用売買の諾系

列を指すものとして，概念きれているというととがで、きるであろう。その限り

で、は，教授の近代的商業信用の把握に異議はない。一応適確に把握され概念さ

れているといってよいであろう。資本制生産において披能する近代的商業信用

を前期的のそれから区別するものは，本質的には，それがその中で機能すると

ころの変化せる生産諾関係，したがってまた，それを相互に授受し合うその当

事者の変化せる態容にこそ求められなければならないからである。麗史的にそ

れに先行するもろもろの旧い形態から区別された近代的商業信用は，まさしく

近代的産業資本の出現を前提に，その再生産にたつきわる諸資本家によって相

互に授受される信用を指すものとして，正しくは概念されるのでなければなら

ないであろう。この意味において近代的商業信用に関する教授の上述の把握

は，いちおう適切であるといってよいかに思われるのである。

しかしながら，近代的商業信用の生成に関する教授の主張はけっしてそのこ

とのみにつきるのではない。教授の主張を木質的に特額づけるものはむしろそ

のことにはない。それよりもむしろ，それを前提に力説される次の主張の中に

こそ求められなければならないて、あろう。それはほかでもない。すでにここに

示した論述のト）からもほぼ察知せられるように，教授のいわゆる「問屋制前貸

信用」なるものとの対立，相関の関係において把握された教授特有の近代的商

業信用の王里解，あるいは主張である。そうして実は，この主張の中に教授の虫、

考を一貫して貫く本来の基本的シエ戸マもまたひめられているように思われる

のである。教授がいわれるところに今しばらくヰを傾けてみよう 9
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すなわち， 「19世紀中葉のイギリス金融市場に関するすぐれた叙述Jと目さ

れるパジヨットの「ロムパ戸下街」から，まず手形割引が行われる姿を簡単に

叙述した部分を引用されたのち，教授はまずつぎの点を指摘される。

「われわれはこの引用文によって商業手形が授受され，或いは流通する基礎と

して，次のような取引上の信用関係を確認することができるであろう。

←） 製造業者が製品を卸売業者に信用で売り，卸売業者はそれをさらに小売

業者に信用で売るという系列の関係で，取引の上での掛売或いは延払いの連鎖

が形づくられている。

（ゴ しかも，そうした取引上の信用関係の連鎖のうちで信用の授与は，生産

者→商人，という方向において行われている。すなわちそこには明らかに『貸

付資本と産業資本とはこの場合同一物であって，貸付けられるものは……〔生

産者の〉商品資本である』という関係がみとめられる。

この第二の点は後段における叙述への照応として，念のため，とくに記憶に

止めておきたい」（134-5ページ。九点－JII島〕と口

教授の指示にしたがってわれわれはここではさしあたりこの第二の点に注意

しておくことにしよう。そこでは19世紀中葉において広汎に展開される文字通

りの近代的商業信用から一つの図式が抽出されている。生産者→商人の方向に

おける信用授与。もっとも，この場合，貸付資本と産業資本とは同一物であっ

て， 「貸付けられるものは商品資本で、ある」という資本論の周知の言葉が引用

されてはいるが，しかしここではそのことよりもむしろ，その引用文の中にわ

ざわざに生産者の〉という言葉を教授が挿入されている点をこそ， 「後段にお

ける叙述への照応としてとくに記憶に止めて」おかねばならないであろう。と

もあれ，生産者→商人というそれ自体としては，商業信用を相互に授受し合う

その当事者の具体的な歴史的性格からは抽象されている，そうした信用授与の

方向ということが，こうして蒸話され強調されるにいたっているという点をこ

こではまず注意しておきたいと思うのである。

近代的商業信用からこのようにして，生産者→商人という信用授与の方向を

まず抽出された教授は，ついで「それでは，このように取引の上で生産者から

商人の方向ヘ商品代価の延払いという形で授与されていく信用関係の系列は，
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…腔史上どのように発生jするにいたったのか（135 6ページ。力点大塚救援）

じこのように設問されるのである。近代的商業信用の歴史的生成に関する教

授特有の問題視角をわれわれはここに見出すことができるであろう。 「生産一若

から商人の方向へJの信用授与は麗史上どのように発生するにいたったのか，

というこのような問題視角。

教授はこの誤聞に対して明確に次のように自答される。

「ーロに問屋制前貸といっても，商人が生産者に授ー与する前貸信用の内容は，

貨幣や生産用具の貸付ーから単なる原料加工の委託にいたるまで，歴史上程えな

形態をとって現われているが，それらすべてを通じてつねにつぎの事実が確認

される。すなわち，たえず商人→生産者という方向に信用が授与され，それに

基づいて小生産者たちに対する商人のいわゆる問屋命｜！的支配が組点哉されている

ということである。……ともあれ，生産者→商人という近代的商業信用は，資

木主義発達史の流れのうちに位置せしめて考察するならば，まさ L＜以上述べ

たような商人→生産者という前貸信用をはねかえして，すなわち商人のそうし

た問屋制的前貸支配を生産者たちが下からはねのけることによって新たに築き

上げられてきたということが出来る。われわれはまずこの事実を念頭において

おきたい」（137ページ。〕と。

教授特有の，すでに周知となっている見解であり主張である。 「益三産者→商

人」なる近代的商業信用は， 「商人→生産者」なる問屋市l前貸信用をはねかえ

して，それを下からはねのけることによって新たに形成されるにいたったとい

うすぐれて特徴的な命題。くりかえすまでもなく教授特有の最も重要な基本的

シェーマにほかならない。近代的商業信用の歴史的生成の過程は，こうして複

雑多様なその展開からはむしろ抽象されて，ここでは，方向を異にするごつの

「商業信用」の対立，超克の過程として，特徴的に把握され浮彫りにされる

に至っているという点に注目されよう。それ自体としては，前にも指摘したよ

うに， 「貸付洪木と産業関本とはこのJ昌一合，同一物であって，貸付けられるも

のは……商品資本である」という近代的商業信用の本質にかかわるその内実か

らは抽象されている「生産者→商人」という押なる信用授与の方向が，ここで

はむしろ重視されて， 「商人→生産者Jという今一つの信用授与と対立せしめ
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られているという点に，ここでは注意されねばならないであろう。ともあれ，

こうして「商人→生産者」なる問屋市］前貸信用と「生産者→商人」なる近代的

商業信用。後者による前者の超克一ーという教授特有の基本的シエ戸マをここ

に討ち出されるのである。

一見たしかに明快であり，近代的商業信用の歴史的生成の過程をそれは弁証

法的に正しく表現しているかのようでもある。しかしながら，この場合，この

シエ戸マにおける一つのきわだった特鞍点として，まずとりわけ在費されなけ

ればならないのは，すでに注意をうながしておいたように，二つの「商業信

用」 （括弧を附しているのには援に問題とするところと関係して意味がある）

に，それぞれに附されているこの信用授与の方向である。矢印である。新旧二

様の「商業信用」を対立的に明示する指標として恐らくは重視されるこの「生

産者→商人」あるいは「商人→生産者」という，それ自体としては意味のない

単なる形式的な図式に，実は大塚教授の場合，すでに述べてきたところから

いほぼうかがい知られるように，ある特別の重要な意味がこめられていると

いう点である。或いはこの形式的な図式に，近代的商業信用理解の上での決定

的な役割が附与されているという点である。この点を看過して，教授の主張の

正しい理解は恐らくありえないであろう。教授の思考にたづ、ねるとき，この図

式は，周知のように，すでに早くその旧著「近代欧州経済史序説」以来，一貰

して主張されつづけてきた教授本来の一つの基本的な主張にほかならなかった

のである。それでは，重要な意味をもっというこの図式には，一体いかなる積

極的な意味がそこには合意されて，使用されているのであろうか。必要な限り

において，ごく簡単にここで検討するのでなければならないであろう。

その旧著「序説」をまずひもどいてみよう。そこでは，例えばつぎのように

述べられていた。

「……『都市の織元』の営みにおける信用授与の方向が商人→生産者であった

のに対比して， 『農村の織元』のそれにおいては正に逆の生産者→商人であ

り，……この点で『農村の織元』が経営的に商人の支配，就中その金＠t的（高
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利貸付的）製肘より全〈自由となっていることが判るであろうJ(ili代欧州経済

史序説（上〉，日本評論社昭和二六年， 355ベ戸ジ。〉と。

信用授与の方向は，ここではまず，見られるように，すなわち支配と被支配

の関係を示す指標として理解されている。 「都市の織元」すなわち問屋制商業

資本， 「農村の織元Jすなわち，近代的産業資本なる定式は，教授特有の基本

的命題として，すでに周知のところであるが，ここではこの命題を立証するも

のとして，換言すれば，その撒元が近代的であるか者かを区別して明示する指

標として，逆にこの信用授与の方向が指摘されているのである。教授の場合，

信用授与の矢印は，こうして，かかる特別の歴史的なあるいは経済的な支配と

被支配の関係的いみがこめられて使用されているという点が，まず注意されな

ければならないであろう。

こうした教授の思考は，さらに教授の他の論稿，例えば「問屋制度の近代的

形態J（近代資本主義の系譜，上，所牧〉等をひもどくとき，いっそう発展せしめ

られて，より明確に打ち出されていのるを知るのである。

すなわち，その論稿においては，織布工が絹物商に三カ月乃至六ft月の信用

を与えていたという D・ヂブオ戸の叙述の一節を引用されたのち，次のように

力説されている。

「見られる如く，右の引用に示されているものは，既に問屋制度における商業

信用とは正に逆の近代的な荷業信用である。即ち，問屋制定のもとにおける典

型的な信用授与の順序が，輸出商→問屋制前貸人→生産者，であるに対比し

て，此処で見られるのは正に逆の生産者→卸売商→小売商，なる信用授与の順

序である。生産者が商人に信用を与えるという近代的な商業信用である」く系

譜，上， 207ベ戸ジ〉と。

力点は犬塚教授によって附されたものである。生産者→商人，或は商人→生

産者，という信用授与の方向が教授にとっていかに重要ないみをもっているか

が，かくて充分に察知せられるであろう。それは近代的商業信用と前期的のそ

れとを区別する決定的な指標である。信用授与の方向が，商人→生産者ではな

く，生産者→商人であるということが，商白人に対する生産者の優建的，支配的

地位を示すのみならず，さらにそれは旧い「託期的商業信用」から決定的に区
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別された近代的商業信用の展開を示す，重犬な指標にほかならないのである。

しかしながら，このように検討してくるとき，われわれは近代的商業信用に

関して，さらに重要な今一つの定式が，犬塚教授によって打ち立てちれている

のに気づくのである。それはほかでもない。 「生産者→商人」の方向における

信用授与イクオール「近代的商業信用」なる恒等式，あるいは可逆方程式がそ

れである。ここでは信用授与の方向の如何が支配と被支配の関係を直接表示す

るばかりでなく，その方向の知何が近代的商業信用であるか否かを決定する。

前提論述において「生産者→商人」という近代的商業信用，あるいは「商人→

生産者」という問屋制前貸信用，というように，二つの「商業信用」それぞれ

に，教授がわざわざ信用授与の方向を附されていたことの積極的ないみが，こ

うして明確に理解されるであろう。それは単なる指標ではもとよりない。 「生

産者→商人」の方向における信用授与，すなわちイクオ｛ル近代的商業信用に

ほかならないのである。しかしながら，こうしてわれわれは近代的商業信用す

なわち近代的産業資本を中心に形成される信用売買の諸系列という冒頭に示し

た定式に加えて，今一つの新らしい定式をもつことになったので、ある。 「生産

者→商人」の方向における信用授与，イクオ戸Jレ近代的商業信用一一。

四

かくて定式は犬塚教授の場合，近代的商業信用に関して，こうしてご様に定

立せしめられているのを発見するのである。あるいは換言すれば，生産者→商

人の方向における信用授与は必ず常に産業資本を中心に形成される近代的商業

信用の展開を表示するものとして理解され，定式化されているのを発見するの

である口それではこのように定立されたこの定式は，商業信用の歴史的生成に

関する具体的な歴史の研究において，果してそのまま現実に妥当するものなの

であろうか。すなわち「生産者→商人」の方向における信用授与の一切は，必

ず常に商人に対する生産者の優越的地位を示し，しかも産業資本を中心に形成

される近代的高業信用の展開を表示する，ということができるものなのであろ

うか。あるいは換言すれば， 「生産者→商人」の方向に信用授与がなされるば

あいには，必ず「貸付資本と産業資本とはこの場合同一物であって，貸付けら
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れるものは……商品資本である」という関仔が，そとには常に有在す乏，とい

うことが出来るものなのであろうか。こうした点の検討が，大宥w技の定式に

おけるもっとも重要な問題点のーっとして，主主主に要請されてくることになる

であろう。それは歴史の現実に現たれるもろもろの具体的な信Jf.取引の事実に

接して， それを処理してゆく場合， それらを近f¥:ftfl主主信)fの震聞として把

握するか者かに直張関係Lてくる桓めて重要な市i芭であるととはいうまでもな

い。それではもろもろの歴史蛇器事実け，この定式に対Lて，一体いかなる解

容を示日麦しているのであろうか。

歴史の具体に目を向けてみよう。そこには有史とのかた，商品生産の桓めて

任事長なる段階から資コj，·制生産にいたるまで，もろもろの信~取引の事実が存在ー

する。それらの事実の－-!IDを「生産者→商人」の古関における信町在与イクオ

｛ル「近代的高業信用J' 「商人→生産者」の方向における信)f授与イクオ F

Jレ「問屋制前貸借用」なるこつの定式をもって会類していってみよう。近代的

商業信用は一体いつのころから歴史の上に現われてくるのであろうか。

信用取引に関するいっさいの歴史的諾事実をとのような定式にしたがって処

理してゆくとき， Lかしながら，われわれは「意外なJ事実を発見するのであ

る。 （商人→生育者の方向における信用授もすなわち教授のいわゆる問屋制

前貸信用なるものについては， しかL今はおくことにしよう。「生産者→商

人」 j，：＿けを問題にしよう。）それはいうまでもなく，生産者が商人に対して信

用を与えるという「生産者→商人Jなる信用授F合の方向のみについていうなら

ば，それは資本市j生産においてのみならず，商品生産のはるかにヨリ低微なる

段階から相当広机に行われてきたというすでに周知の事実である。ボスグンや

りプゾシあるいはプイりン・パウア F その他多くの史家によって指摘されてい
(1) 

る，すでに周知の事実である。 「生産者→宙人Jイクオ戸ル近代的商業信用で

あるとすれば，近代的商業信用は，間本制生産が現われるはるか以前から，数

世紀あるいはそれ以上も先行して歴史上存在してきたことになる。近代的荷業

信用は，近代的産業資本なとfおよそ考えることもできない時代から，かなり広

机に展開されてきたことになる Q この事実は明らかに，近代的尚J{f信用を，近

代的産業資本を中心に形成される信用売買の諾系列をさすものとして概念され
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ていた，冒頭に示した今一つの定式からは離反しそうである。いな全く離反す

る。整合しない口歴史的諸事実は教授のかかる定式に対して，明らかに否定的

な解容を示唆しているもののごとくである。それではその定式におけるこうし

たいわば不備を教授はどのように処理されているであろうか。

(1) さし当り例えば次のものを参照。 M.M. Postan, Credit in Medieval Trade, 
in : Essays in Economic History, ed. E. M. Carus-Wilson. E. Lipson, The 

Economic History of England, vol., I, The Middle Ages, pp. 548-50, 616-7 and 

vol., III, p. 218 ff. E. Power, The Wool Trade in the Fifteenth Century, in : 

Studies in English Trade in the Fifteenth Century, ed. E. Power and M. M. 
Postan, p. 62 ff. etc. 

もうー支教授の前掲論稿をひもと、いてみよう。たしかに大塚教授もこれらの

事実を知っていられないわけではない。教授も周到につぎのようにはいわれて

いるのである。

「売手が買手によ主i売という形で信用を与えるという関係，或いはそうした一連

の信用関係の系列はそれ自体として必ずしも近代特有の現象ということはでき

ない口それは，例えば12世紀のシヤムバ戸ニユ大市や17世紀のアムステルグム

などでは振皆業務のおこなわれる基盤をなしていたし，そのような典型的な形

ではないにしても，中世イギリスでもかなりの程度まで見出すことができる」

（信用関係の展開， 136ページ。〉と。

まさにその通りであって，犬陸における諸事情はここではさておくとして

い掛売持買はすでに早く中世からここイギリスにおいては，相当広汎におこ

なわれてきたので、ある。教授自身註記されているように，ポスグシその他の研

究に照らしてもこの事実は明白である。したがって「生産者→商人」なる信用

授与の方向のみについていうならば，それは資本制生産における商業信用のみ

ならず，それに先行するもろもろの前期的信用売買をももちろん包摂して表現

する。近代的商業信用を，産業資本を中心に形成される信用売買の諸系列をさ

すものとして概念するかぎり， 「生産者→商人」ィクオ.......Jレ近代的商業信用な

る恒等式は成り立つことはできない。 「生産者→商人」の方向における信用授

与は，必ずしもつねに「近代的商業信用」の展開を表示するものということは
（註）

できない。
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（註〕しかもその上さらにPプヅシのつぎのような指摘もここでは想起されてくる。

「織元たちは，その織動商人に対して長期の信用を与えることを強制された。その

標準的な原則は6ヶ月であったが， 9ヶ月， 12ヶ月のことさえもあったのである。

このことはその織活にとって非常な負担となった。彼は，そうした信用援与が強制

されなかった場合に必要であったよりも，はるかに巨額の資金を所有することが必

要となったJ。しかし経済力に優るそうした織物商人の手を経なければ，ことに地

方の貧しい織元たちは，その製品を販売できぬとすれば，そうした不利な条件もの

むほかはない。かくて17世紀末葉になると「昔は織5i'iは，もし彼がその紡毛を買う

のであれば50ポンド，あるいはもし彼が羊毛からその被布を造るとすれば100ポシ

ド，それぞれもっていれば，一合の広巾の織機を充分に運転してゆけると見積られ

ていた。それが今ではこうした商業のやり方では300ポγ ドでもやれぬ」といった

苦情 complaints がさかんに申立てられることになったのである（E.Lipson, or. 

cit., vol , II, pp. 27・8）。

生産者→商人の方向における信用援与の一切が，すなわち常に生産者の商人に対

する優越的・支配的地位を必ずしも示すものではないことが，この一文によっても

察知されうるであろう。織活たちは富裕な毛織物商人に強制されて，彼らに信用を

授与したのである。生産者→商人の方向における信用援与が，時と場合によっては，

かえって生産者に対する商人の優越的地位を示す場合がありうることを，この一文

は示しているということができるであろう。

なおこうした点の批評は他の論者によっても指摘されている。例えば，矢口孝次

郎，資本主義成立期の研究， 117-8ペ戸ジ参照。

教授の定式に明らかに背反するとみられるとうしたもろもろの事実に直面し

て，それでは教授は一体いかなる解決の道をえらばれるのであろうか。あるい

は，その定式にたいしていかなる話保を附されるのであろうか。われわれの問

題点tおこうしてここに集約されてくる。その解決の如伺が，その後の論考の

展開に極めて重要な意味をもってくることtおもちろん容易に知られるところ

であろう。それでは教授はいかなる解決の道を選ばれるのであろうか。教授の

言葉に，今は静かに耳：を傾けるべきであろう。明確につぎのようにいわれるの

である。

「……しかしそれらの場合， （資本制生産以前に行われた信用売買の場合一Jll島〉こ

うした売手→買手という信用授与の系列はただ商人たち，とくに遠隔地聞の商

業を営む商人たち相互間という限られた範囲内にのみ形づくられ，生産者たち

はその外におかれていた。そして，生産者と商人との聞の取引において何らか
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の信用関係が取り結ばれる場合には，むしろ商人→生産者という逆の方向に信

用の授与が行われる，つまり商人の方から生産者に何らかの形で前貸を行うの

が普通で、あった」（136ペ戸ジ・力点一大坂教授〉と。

すなわち，資本制生産以前においては，信用売買がおこなわれたのは，もっ

ぱら遠隔地商業にたずさわる商人相互間においてのみであって，生産者はその

外におかれていた。したがって，生産者→商人の方向における信用授与は存在

しなかった。と，このようにいわれているのである。存在したのは，商人→生

産者という逆の方向の信用授与のみで、あった，と。かくて，生産者→商人の方

向における信用授与イクオ｛ル近代的商業信用なる恒等式の一般的な成立が，

ここに確定される。

われわれが予期したそれとは，しかしながらこれは，著るしく相違する裁断

であるというほかはないであろう。しかも，教授のこうした重要な論述がなさ

れているそのパラグラフの参照文献として，教授が自らあげていられる文献，

すなわちポスグンの論稿では，ここで教授が主張されているのとは，むしろ正

反対の事実が記されているのである。信用売買一一あるいは生産者→商人の方

向における信用授与一ーは，イギリスにおいてはすで十こ中世から，商品生産の

あらゆる部面にわたって相当広汎に行なわれていたという事実が，そこではく

り返し力説されているのである日この事実だけは，しかしながら少くともこの

場合，ここで、の論点の核心にふれるー問題点として，いちおう慎重に注意して
(1) 

おくのでなければならないであろう。ともあれ，こうして，少くとも客観的に

は，歴史上現実に存在したもろもろの信用取引の事実を，いわばこのように過

度に整理し，「類型化」，されることによって，ここにこの定式の一般的な「成

立Jを確定されたので、ある。そうして3 このように「成立」したこの定式をも

ってF 今度は逆に信用取引に関する一切の歴史的諸事実を解釈されてゆくこと

になったので、ある。 「生産者→商人」の方向における信用授与，すなわち「近

代的商業信用」一ーと。

(1) ポスタンは，教援が参照文献としてあげていられるその論稿において，つぎのよ

うに力説している。

「中世の経済史において，その史料が｛言用に関するそれほどにおびただしく存在す
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る論題は多くはないで、あろう。史斜の大都分は，債務の記録からなっている。…

これらの史料から引出しうる結論は明瞭である。商業上の債務が豊富に存在する

というこ主は，明らかに，信用取引がすでに中世において商業上の慣習にまで一般

に入り込んでいたということを示している。－

14, 5世紀において，…・・・昔哉蜘主，国内の生産者から外国の消費者へと送られ

てゆく過程で，いくつかの段階を経由したが，その各段階において，信用は常にそ

の取ヨlの支配的な原理として現われていた。織布業者 clothierたちは， 原則とし

て，その毛織物を，毛織物商人及び国内商業や外国貿易にたずさわるその他の商人

に対して，数ヶ月の信用で売るのが常であった0 ・・・

:'f'.毛商業においてもコッツウオルド（イングランド）の羊毛生産者からはじまっ

て，それがオラシダで加：［：されてその織布がポーラ Y ）＇やスベインの買手に売られ

るにいたるまで，そこには，切れ目のない信用販売の連鎖が形成されていた。……

この論文の目的は，これまで経済学者たちが，そのために歴史家たちもまた，

中世における信用取引の萱をし、かに過少に評価してきたか，そしてその結果，その

性質をいかに誤解してきたかを示すことにあった。その存在がー肢に否定されてき

た信用服売は，実際は，中世商業における金融上の基礎 financialbasisを形成し

ていたのである」 ( M. M. Postan, op. cit., pp. 63, 64, 66, 67, 86-7. 力点

-JI］島〕と。

なお念のためつけ加えておけば，ポスタ γは，イギ日ス中i!!:において，商人から

生産者へと信用が援与されるばあいが全く存在しなかったなどといっているのでは

ない。その具体的な例として，13世紀のとろ「イタリヤ人たちは，修道院に対してー

シーズンあるいはそれに続く数シ戸ズン中に引渡される羊毛の，一部あるいは全部

の代金としてある金額の貨幣を前払した」（cf.ibidり pp.70, 82ff.）とレうことをあげ

ている。しかしもちろん，中世のイギりスにおいて信用取引はこのような方向のもの

のみで、あてコたなどとポスタンは主張しているのでは毛頭ない。しかも，後に問題と

なることであるが，この種の「信用」はたしかに前払ではあるが，しかしこれらの

前払一切を，それが商人→生産者の方向における信用授与であるということから，

直ちに，問屋市j「前貸信用」（この言葉が突は問題なのではあるが），あるいは「問

屋制度」とL九、うるかについては，当然に疑問が生じてくることになるであろう。

（この意味において，小野朝男氏が，その論稿「中世イギリスの信用取5IJ （経済

理論，第41,43号所牧）において，商人が生産者にたいしておこなう単なる前払と，

問屋制度とを，明確に区別すべき旨を主張されているのは，理由のないことではな

いようにおもわれる。もっとも，その問屋制度をさらに「関屋制信用取ヨuと名づ

けて， 「前期的商業信用取5IJに並ぶ今一つの主要な前期的信用の形態とされてい

る点には問題が残るのではあるが。なおこの点についての詳論は， JlU稿にゆずるこ

とにしfこい。）
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五

結果はもはや明白であろう口この定式が，客観的には，もろもろの前期的商

業信用をふ併せて無差別に表示するものであることには何の変りもないであ

ろう。近代的商業信用などとはおよそいいえない諸えの前期的商業信用もま

た，近代的商業信用の名をもって呼ばれる結果になるのは，もはや当然の道筋

であろう。かくて大坂教授にあっては，近代的産業資本を中心に形成される文

字通りの近代的商業信用とともに，それ以外の，もろもろのより素？卜な旧い形

態の前期的商業信用あるいは信用売買もまた，それらが生産者→商人の方向の

信用授与であるかぎり，一様に近代的商業信用の名をもって呼ばれることにな

ったので、ある。近代的商業信用の歴史的生成，ことに新旧交錯するその初期を

問題にしようとする研究において，このことがもたらす結果は，容易に理解で

きるところであろう。教授の近代的商業信用の把握そのものに，重要な問題点

が含まれているのではないか，と云ったのはこの意味である日

かくて「王政復古ののちも近代的商業信用の展開過程がますます進展を続け

ていることは，イギリス近世史上 goldsmith（金匠）の名で知られているあの

金融業者たちの営業内容からでも充分に察知することができるJと，あたかも

自明のことのように教授が主張される場合も，それはその主張の典拠とされて

いる参照文献の指示箇所（R.D. Richards, The Early History of Banking in 

England, pp. 26-31, 46 ff., 228 ff., 236 ff. etc.）に照らして明らかなごとく，た

だ単にそれらの金匠がs 生産者→商人の方向における信用授与に関係したとい

うこと，あるいは内外の手形を取扱ったということ，それ以上のことは何ら意

味するものではないことが明記さるべきであろう。それが果して言葉の厳密な

意味で，近代的商業信用といいうるものであるか否かは，その信用授与の方向

によってはF もちろん何ら定まるものではない。その信用を相互に授受し合う

その当事者の歴史的性格こそが問題なのではなかろうか。いかなる再生産の歴

史的諸条件のもとで，それらの信用が授受されていたのかが問題なので、はない

であろうか。ともあれ，こうして一定の歴史的な発展段階，あるいは展開局面

においてのみ采当しうるにすぎない走式を，こうして一般化され，普遍的に妥
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当するものとして，それを指標に，近代的商業信用の展開を把握し論述されて

いる点に，われわれとしては，疑問を感ぜざるをえないのである。

補註

「私は前に，いかにLて単純商品流通から支払手段としての貨幣の機能が形成さ

れ，またそれと共に商品生産者及び商品取引業者のあいだに債権者主位務者との関

係が形成されるか，を7ょした。商業が発長し，ただ流通を顧慮してのみ生産を行う

資本主義的生産l隊式が発展すると共に，信用刻度のこの自然発生的な基礎は，拡張

され，一般化され，仕上げられるJ(K. Marx, a. a. Q吋ふ 436，十ノ 112ページ。〕

× × × 

「近代における金融市場及び銀行制度の発注のうえで商業手3f：：の割引がきわめて

重要な地位を占めてきた」左L、う注目すべき事実に，まず説く着眼された上での，

教援のこの論稿における問題提起であった。すなわちこの事実に発して，それでは

この商業二子形の割引は，一体L、かなる歴史的な，社会経済的な意味を有したのか，

その解明を提起されたのて、あった。「これに対する解答は，何よりもまず，銀行の

手で割ヨIかれる商業手形がそもそもどのような商工業の必要に基づき，どのような

商業上の信用諸関係を表示していたのか，その具件的な姿を[Jc;かにすることでなけ

ればならない。換言すJtli，手形割引とLヴ銀行信用の主要な形態がよってもって

成立してきたととろの商業信用の基盤を解明することでなければならなL、」 （同，

信用関係の展開，工33ペF ジ〕と。

近代的商業信用の生成を具体的に問題にする上での，一つの注目すべき肯緊に当

る問題提起を，われわれはすて、にこの簡潔な論逓の中に看取することができるであ

ろう。そうして，教授のこの論稿がもっ最も重要な，客競的な定、義の一つもまた，

実にこの点に．すなわちただ単に掛売買の事実をら列されるのではなく，その正代

的商業信用の生成，展開の基盤を，さらに深く生産返程にまで掘りさげて，そこか

ら問題を展開し解明しようとされた点に，もとめることができるのではないて、あろ

うか。

こうしたL、みにおいて，救援のこの論稿がもっ意義は，もとより看過されるよう

なことがあってはならないて、あろう。そうした教援の深い洞察にはもちろん敬意を

表しつつも，なおそれにも拘らず，貴重な歴史的諸事実を湿度に「類型化」される

ことによって，信用控与の方向と，それが内に合意する内宍とを一義的に直結せし

められた点に，われわれとしてはやはり疑問を感ぜずにはL、られないのである。

〔未完〕




